
（様式第１号の１）通常許可

（　　　　　　）　　　　字　　削除 （　　　　　　）　　　　字　　削除

（　　　　　　）　　　　字　　加入 （　　　　　　）　　　　字　　加入

５　賃借人及びその構成員等の機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況、農地法その他の農業に

関する法令の遵守の状況等

令和 年 月 日 (1)　作付(予定)作物、作物別の作付面積

(2)　大農機具又は家畜

　 　自己資金　・　金融機関等からの借入れ　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(3)　労働力の状況等

　（注）氏名（法人の場合にあってはその代表者の氏名）の記載を自署する場合は、押印を省略することができる。

１ 許可を受けようとする土地の所在等 （ 年 ）

（ 年 ）

（ 年 ）

（ 年 ）

(4)　農地法その他農業に関する法令の遵守の状況等　　別紙１のとおり

(5)　その他の考慮すべき事項

２　契約の内容

３　賃借人又はその構成員等が、現に所有し、又は使用収益権を有する農地及び採草放牧地の状況 ６　周辺農地との関係

７　地域との役割分担の状況

８　適正な利用を確保するための契約条件の状況

９　法人の業務を執行する役員のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者

年

年 年

（注）複数市町村にまたがる場合は、（　　）欄に市町村名及び市町村別の合計面積を記入すること。

４　賃借人又はその構成員等の権利取得後における経営面積の状況 　指令　第　　　　　号

　(1)　権利取得後において耕作の事業に供する農地の面積の合計 ＋ ＝ （㎡） 農地法第３条第１項の規定により上記申請のとおり許可します。

　（権利を有する農地の面積＋権利を取得しようとする農地の面積）　　　　　 令和　　　年　　　月　　　日 十和田市農業委員会会長　箕輪　展忠

　(2)　権利取得後において耕作又は養畜の事業に供する採草放牧地の面積の合計 ＋ ＝ （㎡） 許可の条件　　

　（権利を有する採草放牧地の面積＋権利を取得しようとする採草放牧地の面積） 毎事業年度終了後３月以内にその農地(採草放牧地)の利用状況について、農業委員会に報告すること｡

No.

7 × ×

田 畑 樹園地 採草放牧地

作付(予定)作物 水稲 ねぎ

申請者 住所 職業 氏名 年齢 連絡先 権利取得後の面積(㎡) 1,000 500

大農機具 家畜

種類 トラクター 田植機 コンバイン トラック トレンチャー

数量 1 1 1 1 1

在留資格又は特別永住者 在留期間及び在留期間の満了の日 該当 種類 ねぎ播種機

特別永住者・（　　　　　　　） 非該当 数量 1

資金繰りについて

適地　適作 46 代表社員（本人） 会社役員 50 十和田市 十和田市 農作業歴 10

（市町村名） 十和田市 地目 利用者 心土　破砕 45 業務執行社員 会社役員 200 十和田市 十和田市 農作業歴 20

大字 字 地番 登記簿 現況 氏名（名称） 利用権原 中耕　培土 30 業務執行社員 会社役員 150 十和田市 十和田市 農作業歴 5

●●●丁目 ×番× 田 田 1,000 灌漑　ようすい 灌漑　ようすい 所有権

■■ □□ ×番×× 田 畑 500 灌漑　ようすい 灌漑　ようすい 所有権 摘心　剪定 25 従業員 会社員
年間延人数

160
十和田市 十和田市 1か月あたり20日×8か月×1人

季節雇・臨時雇 2 名 年間延日数 20 日

計 2 筆 1,500 備考 労力不足

権利を移転又は設定しようとする時期 対価　　(円) 賃借料　(円) 契約期間 備考

許可次第 年10,000円/10a ５年間 賃貸借

所有地 使用収益権を有する土地

非耕作地 非耕作地

所在・地番 面積(㎡) 状況・理由 所在・地番 面積(㎡) 状況・理由 　例：申請地において予定している作付作物及び耕作内容は、周辺農地において行われているものと同種であり、周囲に及ぼす影響は無いと思われる。

十和田市内 10,000.00 1,000.00 3,000.00 

（　　　　）

十和田市内 4,000.00 2,000.00 4,000.00 

　例：当該申請地における水路の維持管理活動に参加し、周辺農地の水利用に悪影響がないようにする。

十和田市内

（　　　　）

十和田市内 14,000.00 3,000.00 7,000.00 

十和田市内 氏名 役職名 法人が農業（労務管理や市場開拓等も含む）を行う期間 10 0 か月

（　　　　） 心土　破砕 業務執行役員 役員が当該事業に参画・関与している期間 （直近） 3 6 か月 （見込） 5 0 か月

21,000.00 1,500.00 22,500.00

農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 書

十和田市農業委員会会長　　殿

賃貸人 十和田市●●●丁目×番×号 無職 灌漑　ようすい 75
0176-

24-××××

賃借人

十和田市大字■■字□□×番地× 法人
合同会社　農地集積

代表社員　適地　適作
46

090-
0000-××××

確保している
もの

所有
・

リース

国籍等
日本・

（　　　　　　）
認定経営
発展法人 導入予定の

もの

所有
・

リース

　下記農地(採草放牧地)について（　賃借権　　）を（　設定　　）したいので、農地法第３条第１項に規定する
許可を申請します。

農作業に従事する者の氏名 年齢
権利取得者
との関係

職業
農作業年間
従事日数

市町村
住所地、拠点
となる場所等

備考
（農作業歴・農業技術修学歴等）

構
成
員
等

面積（㎡）
所有者
氏　名

（名　称）

常
雇

　上記以外で考慮すべき事項がある場合記載すること。（例えば、遠隔地に転居する予定の有無や、在留資格の更新等の見込みなどの考慮すべ
き事項があれば記載すること。）

　権利を取得しようとする者又はその構成員等の権利取得後における耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農地又は採
草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼす影響を記載すること。(例えば、集落営農や担い手への集積等の取組への支障、農
薬の使用方法の違いによる耕作又は養畜の事業への支障等について記載すること。)自作地　

(㎡)
貸付地
(㎡)

借入地
(㎡)

田
　地域の農業における他の農業者との役割分担について、具体的にどういった場面でどういった役割分担を担う予定であるかを以下に記載する
こと。（例えば、農業の維持発展に関する話し合い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守、獣害被害対策への協
力等について記載すること。）

畑

樹園地

　本件に係る権利の設定又は移転は、適正に利用していない場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件その他の適正な利用
を確保するための条件が付された契約により行うものであることを確約します。

農地計

採草
放牧地

農業へ
の従事
状　況

印

印

灌漑

㊞

株式会社

農地集約

代表取締

役ノ印記入例

（A３印刷）

灌漑

㊞

灌漑

㊞

株式会社

農地集約

代表取締

役ノ印

株式会社

農地集約

代表取締

役ノ印

国籍等が日本以外の場合のみ記入 国籍等が日本以外の場合のみ記入

記入欄が不足する場合は「別紙のとおり」と記入し、
別シート「別紙（土地の所在欄不足時使用）」に記入

賃借の理由を記入
例：労力不足、経営移譲など

十和田市以外の農地の所有地又は借入地がある場合、
市町村名を記入

忘れずに添付
金額を記入
例:年10,000円/10a、
   年総額20,000円、
   玄米１俵/10a など

確約が必要です



　(2)　契約終了の際目的物の上に乙が甲の承諾をえて植栽した永年性作物がある場合には、甲は、乙の請求

により、これを買い取る。

９　この賃貸借契約に付随する権利又は義務

10　契約の変更

　　契約事項を変更する場合には、変更契約書を作成し、かつ、農業委員会に通知しなければならない。

　

４　借賃の額及び支払期日

　　災害その他やむをえない事由のため、乙が支払期日までに借賃を支払うことができない場合には、甲は

　相当と認められる期日までその支払を猶予する。

　　乙は、本人又はその構成員等が農地法第２条第２項に掲げる事由により借入地を耕作することができな

　い場合に限って、一時転貸することができる。その他の事由により賃借物を転貸し、又は賃借権を譲渡す

　る場合には、甲の承諾を得なければならない。

　(1)　目的物の修繕及び改良が土地改良法に基づいて行われる場合には、同法の定めるところによる。 （記載要領）

　(2)　目的物の修繕は甲が行う。ただし、緊急を要する場合その他甲において行うことができない事由があ １　法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者の氏名をそれぞれ記載すること。

　　 るときは、乙が行うことができる。 ２　契約の目的物は別表１に表示し、建物、宅地等が農地等と客観的にみて不可分の状態にあるか又は別々に契約することが不適当な場合は、これらも含めて記載すること。

　(3)　目的物の改良は乙が行うことができる。 　　土地は一筆ごと、建物その他の物件は一個ごとに所在、地番及び地目又は種類、面積及び数量並びにこれらの借賃の額、支払時期及び支払方法を記載すること。

　(4)　修繕費又は改良費の負担又は償還は、別表２に定めたものを除き、民法及び土地改良法に従う。 　　「面積」欄には、登記簿の地積と実際の面積とが異なる場合は、登記簿の地積のほかに契約上決めた実際の面積を記載し、さらにその土地の畦畔面積又は土地の一部が溝とな

　っているときは、その面積を記載すること。ただし、土地に付随して賃貸している溝があってもその溝が別の地番である場合は、別行に記載すること。

　(1)　目的物に対する租税は、甲が負担する。 ３　賃貸借の期間については、農地法第１７条に規定する一時賃貸借である場合には、「１年前から６ヶ月前まで」を「６ヶ月前から１ヶ月前まで」とする。

　(2)　かんがい排水、土地改良等に必要な経常経費は、原則として乙が負担する。 ４　借賃の額は、一筆ごと又は一個ごとに記載すること。借賃の支払の方法が賃貸人の農業協同組合の預金口座への払込みによる場合には、「賃貸人の住所地において支払う」

　(3)　農業災害補償法に基づく共済金は、乙が負担する。 　を「賃貸人が農業協同組合に有する預金口座に払い込む」とする。なお、金銭以外のものを支払う借賃の定めがある場合においては、借賃の支払方法についての特約があると

　(4)　租税以外の公課等で(2)及び(3)以外のものの負担は、別表３に定めるもののほかは、その公課等の支 　きは、その旨記載すること。

　　 払義務者が負担する。 ５　賃貸借の目的物の修繕及び改良についての負担区分は、当事者間で取り決めた内容を別表２に記載すること。

　(5)　その他目的物の通常の維持保存に要する経常経費は、乙が負担する。 　　修繕改良工事によって生じた施設の所有区分及び補償内容等を定めた場合は、別表２の備考欄にこれらの事項を記載すること。

６　経営費用の負担区分については、当事者間で取り決めた内容を別表３に記載すること。

　(1)　賃貸借契約が終了したときは、乙は、その終了の日から　　日以内に、甲に対して目的物を原状に復 ７　賃借物の返還については、契約期間満了の日から「何日以内」に返還する旨を記載すること。

８　「賃貸借契約に付随する権利又は義務」欄には、この賃貸借契約に付随する権利義務に関する契約がある場合に記載すること。

字　　削除 字　　削除

字　　加入 字　　加入

解除条件付農地賃貸借契約書

　賃貸人及び賃借人は、農地法の趣旨に則り、この契約書に定めるところにより賃貸借契約を締結する。

　この契約書は、２通作成して賃貸人及び賃借人がそれぞれ１通を所持し、その写し１通を十和田市農業

委員会（以下「農業委員会」という。）に提出する。

令和 7 年 × 月 × 日

　　乙は、甲に対し、別表１に記載された土地その他の物件につき同表に記載された金額の借賃を同表に記載

　された期日までに甲の住所地において支払うものとする。

５　借賃の支払猶予

別表３　公課等負担に係る特約事項

６　転貸又は譲渡 公課等の種類 負担区分の内容 備考

土地改良区賦課金 例：水利費：前期賃借人　後期賃貸人が負担

（●●土地改良区、△△水利組合） 例：出役：賃借人で対応

７　修繕及び改良

８　経常費用

９　目的物の返還及び立毛補償

　　 して返還する。ただし、天災地変等の不可抗力又は通常の利用により損失が生じた場合及び修繕又は改

　　 良により変更された場合は、この限りではない。

収　入

印　紙

11　その他この契約書に定めのない事項については、甲乙が協議して定める。

賃貸人（甲） （住　所） 十和田市●●●丁目×番×号

別表１　土地その他の物件の目録等

（氏　名） 灌漑　ようすい ㊞
土地その他の物件の表示 借賃

賃借人（乙） （住　所） 十和田市大字■■字□□×番地×
大字 字 地番 現況地目 面積(㎡)

単位当たり
金額（円）

総額（円） 支払期日

（氏　名） 合同会社　農地集積代表社員　適地　適作 ㊞ ●●●丁目 ×番× 田 1,000

■■ □□ ×番×× 田 500１　賃借物の目的物

　　甲は、この契約書に定めるところにより、乙に対して、別表１に記載する土地その他の物件を賃貸する。

２　賃貸借の期間

　(1)　賃貸借の期間は、許可日から   　 　年　　月　　日までの ５年間 とする。

　(2)　甲又は乙が、賃貸借の期間の満了の日の１年前から６ヶ月前までの間に、相手方に対して更新しない

　　 旨の通知をしないときは、賃貸借の期間は、従前の期間と同一の期間で更新する。
計 2 筆 1,500３　契約の解除

　　甲は、乙が目的物たる農地を適正に利用していないと認められる場合には、賃貸借契約を解除するものと

　する。 別表２　修繕費又は改良費の負担に係る特約事項

修繕又は改良の工事名
賃貸人及び賃借人の費用
に関する支払区分の内容

賃借人の支払額についての
賃貸人に償還すべき額及び方法

備考

備考

年10,000円
/10a

毎年
12月末日

迄

口座振込
・

現金持参
・

その他

灌漑

㊞

灌漑

㊞

灌漑

㊞

株式会社

農地集約

代表取締

役ノ印

株式会社

農地集約

代表取締

役ノ印

株式会社

農地集約

代表取締

役ノ印

記入例

（A３印刷）



（　　　　　　　　　　　）　　字　削除

（　　　　　　　　　　　）　　字　加入

別紙

大字 字 地番 登記簿 現況

1 十和田市 ●●●丁目 ×番× 田 田 1,000 

2 十和田市 ■■ □□ ×番×× 田 畑 500 

3 十和田市

4 十和田市

5 十和田市

6 十和田市

7 十和田市

8 十和田市

9 十和田市

10 十和田市

11 十和田市

12 十和田市

13 十和田市

14 十和田市

15 十和田市

16 十和田市

17 十和田市

18 十和田市

19 十和田市

20 十和田市

21 十和田市

22 十和田市

23 十和田市

24 十和田市

25 十和田市

26 十和田市

27 十和田市

28 十和田市

29 十和田市

30 十和田市

筆数計 2 面積計 1,500 

土地の所在 地目
面積（㎡） 備考

本表は、記入欄が不足する場合のみ作成・提出

灌漑

㊞

株式会社

農地集約

代表取締

役ノ印記入例


